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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　破断可能ラインによって区画された切取領域を有した壁部と、前記切取領域の上面から
突出して延びる支柱と、前記支柱に連結部を介して支持されるプルリングとを備え、前記
プルリングに指を掛けて引っ張ることで前記破断可能ラインが破断され、前記壁部に注出
口が形成される容器用口栓において、
　前記プルリングは、その上端縁から突出する保護片を有し、
　前記保護片は、前記プルリングの周方向において、前記連結部および前記連結部の両側
方に亘って形成され、
　前記保護片は、少なくとも前記連結部の上方位置において、前記プルリングの上端縁か
ら径方向外側に向けて凸状に湾曲する湾曲内周面を有し、
　前記保護片の少なくとも上端側は、上端に向けて薄くなるように形成されていることを
特徴とする容器用口栓。
【請求項２】
　前記保護片は、前記周方向において３０°以上の角度範囲に亘って形成されていること
を特徴とする請求項１に記載の容器用口栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器に装着される容器用口栓に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、液体調味料等を収容した容器に装着される容器用口栓として、破断可能ラインに
よって区画された切取領域を有した壁部と、切取領域の上面から突出して延びる支柱と、
支柱に連結部を介して支持されるプルリングとを備える容器用口栓が知られている（例え
ば特許文献１参照）。
【０００３】
　このような容器用口栓では、開封時に、使用者がプルリングに指を掛けて引っ張り、破
断可能ラインを破断して切取領域を除去することで、壁部に注出口を形成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２３０６０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されるような容器用口栓では、プルリングに指を掛けて引き上げる際
に、プルリングの連結部の内周面に指の背側を対向させるように、プルリング内に指を挿
入した後、連結部の内周面に接触させた指の背側を支点として、挿入した指を引き起こし
、指の腹でプルリングを引っ張り上げることが一般に行われる。
【０００６】
　ところが、プルリングの径が小さい場合等には、プルリング内に指を挿入する際や、連
結部の内周面に接触させた指の背側を支点として指を引き起こす際に、プルリングの上端
縁、特に、連結部の上端縁や支柱の上端縁に、使用者の指の背側が局所的に当接して食い
込み、使用者の指に痛みを感じさせることがあるという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、これらの問題点を解決するものであり、プルリングの径を小さく設
計した場合等であっても、使用者の指に痛みを感じさせることなく、開封を円滑に行うこ
とが可能な容器用口栓を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、破断可能ラインによって区画された切取領域を有した壁部と、前記切取領域
の上面から突出して延びる支柱と、前記支柱に連結部を介して支持されるプルリングとを
備え、前記プルリングに指を掛けて引っ張ることで前記破断可能ラインが破断され、前記
壁部に注出口が形成される容器用口栓において、前記プルリングは、その上端縁から突出
する保護片を有し、前記保護片は、前記プルリングの周方向において、前記連結部および
前記連結部の両側方に亘って形成され、前記保護片は、少なくとも前記連結部の上方位置
において、前記プルリングの上端縁から径方向外側に向けて凸状に湾曲する湾曲内周面を
有し、前記保護片の少なくとも上端側は、上端に向けて薄くなるように形成されているこ
とにより、前記課題を解決するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本請求項１に係る発明によれば、プルリングの上端縁から突出する保護片が、プルリン
グの周方向において、プルリングの連結部および連結部の両側方に亘って形成されている
ことにより、プルリングの径を小さく設計した場合等であっても、プルリング内に指を挿
入する際や、プルリングに接触させた指の背側を支点として指を引き起こす際に、使用者
の指の背側を保護片によって面で受け止め、使用者の指の背側がプルリングの上端縁、特
に、プルリングの連結部の上端縁や支柱の上端縁に当接して食い込むことを回避すること
が可能であるため、使用者が指に痛みを感じることなく、容器用口栓の開封を円滑に行う
ことができる。
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【００１０】
　本請求項１に係る発明によれば、保護片は、少なくとも連結部の上方位置において、プ
ルリングの上端縁から径方向外側に向けて凸状に湾曲する湾曲内周面を有していることに
より、使用者の指の背側を保護片によって確実に面で受け止めることができるばかりでな
く、プルリング内に指を挿入し、プルリングに接触させた指の背側を支点として指を引き
起こす際に、湾曲内周面によって、指の腹側がプルリングに適切に触れる姿勢に使用者の
指を誘導することが可能であるため、プルリングを確実かつ円滑に引き起こすことができ
る。
　本請求項１に係る発明によれば、保護片の少なくとも上端側が、上端に向けて薄くなる
ように形成されていることにより、保護片の少なくとも上端側の柔軟性を向上させること
が可能であるため、使用者の指の安全性を更に向上させることができる。
　本請求項２に係る発明によれば、保護片が、周方向において３０°以上の角度範囲に亘
って形成されていることにより、プルリング内に指を挿入する際や、プルリングに接触さ
せた指の背側を支点として指を引き起こす際に、使用者の指の背側を保護片によって面で
確実に受け止めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態である容器用口栓を示す断面図。
【図２】容器用口栓を上方から見て示す平面図。
【図３】プルリングを中心として示す説明図。
【図４】容器用口栓の使用態様の一例を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の一実施形態に係る容器用口栓１０について、図面に基づいて説明する
。
【００１３】
　容器用口栓１０は、容器（図示しない）の容器口筒部に装着される合成樹脂製のヒンジ
付きキャップとして構成され、図１や図２に示すように、口栓本体３０と、口栓本体３０
に開閉可能に連結される上蓋４０と、口栓本体３０および上蓋４０を連結するヒンジ結合
部２０と、口栓本体３０に連設されたプルリング５０とを一体に有している。
【００１４】
　口栓本体３０は、図１や図２に示すように、容器口筒部の開口部を塞ぐように配置され
る略円板状の壁部３１を有している。また、壁部３１は、図１や図２に示すように、破断
可能ライン３２ａによって区画された切取領域３２と、切取領域３２の周囲に形成された
環状平板状の外周部３３とを有している。
【００１５】
　口栓本体３０は、更に、図１や図２に示すように、外周部３３の周縁から垂下する円筒
状のスカート壁３４と、外周部３３から上方に向けて延びる注出筒部３６と、外周部３３
の下面から突出する環状部３７とを有している。なお、ヒンジ結合部２０側の注出筒部３
６は、背が低く形成され、上蓋４０を閉じるときに上蓋４０の旋回を妨害しないように構
成されている。
【００１６】
　外周部３３の上面には、本体側係止部３４ａが形成されており、この本体側係止部３４
ａに後述する上蓋側係止部４４をスナップ嵌合させることで、上蓋４０の閉状態を維持す
る。また、スカート壁３４の下部内周には、容器用係合部３４ｂが形成されており、この
容器用係合部３４ｂに容器口筒部外周の容器側係合部を係合させることで、容器に対して
容器用口栓１０を取り付ける。また、環状部３７は、容器口筒部の内周にその外周が密着
するように、容器口筒部内に挿入される。
【００１７】
　上蓋４０は、図１や図２に示すように、円板状の天面壁４１と、天面壁４１の周縁から
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垂下する円筒状の側壁４２とを有している。天面壁４１の下面には、環状の封止壁部４３
が下方に向けて突出形成されており、口栓本体３０に対して上蓋４０を閉じた状態で、封
止壁部４３の外周を口栓本体３０の注出筒部３６の内周側に密着させることで、切取領域
３２が壁部３１から除去された後においても、閉状態における密封性を維持することがで
きる。側壁４２の内周の下端には、上蓋側係止部４４が形成されている。
【００１８】
　プルリング５０は、図１～図３に示すように、切取領域の上面から上方側に向けて突出
して延びる支柱６０によって、その周方向の一部分が連結部５１に連結されている。容器
用口栓１０の開封時には、図４に示すように、プルリング５０に指を掛けて引っ張ること
により、破断可能ライン３２ａが破断されると共に切取領域３２が壁部３１から除去され
、壁部３１に注出口が形成される。
　なお、上述した支柱６０は、図２に示すように、口栓本体３０を上方から平面視した場
合に、ヒンジ結合部２０の中央部を通ってヒンジ結合部２０の回動軸Ｘに直交して延びる
仮想線Ｌに、交わる位置に形成されている。
【００１９】
　プルリング５０の上端縁には、図１～図３に示すように、上方側に向けて突出する保護
片５２が形成されている。保護片５２は、図３（ｂ）に示すように、プルリング５０の周
方向において、連結部５１、および、連結部５１の両側方に亘って形成されており、具体
的には、プルリング５０の周方向において、３０°以上の角度範囲θに亘って形成されて
おり、指の保護を考慮すると角度範囲θは３０～１８０°あれば十分である。
　また、保護片５２は、前述した仮想線Ｌを基準として線対称に形成され、換言すると、
仮想線Ｌの両側（図３（ｂ）における仮想線Ｌの上側および下側）において、同じ角度範
囲で形成されている。
【００２０】
　保護片５２は、図１や図３（ａ）に示すように、その上端側に向けて外周側に反り返っ
た形状を有している。保護片５２は、プルリング５０の上端縁から径方向外側に向けて凸
状に湾曲する湾曲内周面５２ａを有している。なお、本実施形態では、保護片５２の周方
向全域に亘って、湾曲内周面５２ａが形成されているが、少なくとも連結部５１の上方位
置において、湾曲内周面５２ａが形成されていればよい。また、保護片５２の少なくとも
上端側は、上端に向けて薄くなるように形成されている。
【００２１】
　以上、本発明の実施形態を詳述したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
く、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を行なうこと
が可能である。
【００２２】
　例えば、上述した実施形態では、容器の内容物が液体状のものであるものとして説明し
たが、内容物の具体的態様は、粉末状のもの等であってもよい。
　また、上述した実施形態では、容器用口栓が、ボトルの口部に装着される所謂キャップ
であるものとして説明したが、容器用口栓の具体的態様は、容器に装着されるものであれ
ば如何なるものでもよく、例えば、パウチ等の容器に装着される所謂スパウトであっても
よい。
　また、上述した実施形態では、キャップ部が、キャップ本体と上蓋とをヒンジ結合した
所謂ヒンジ付きキャップとして構成されているが、キャップ部の具体的態様は、容器口筒
部に装着可能なものであれば如何なるものでもよく、例えば、キャップ本体と上蓋とが別
体で相互にネジ係合する態様、いわゆるプルキャップと呼ばれる態様でもよい。
　また、上述した実施形態では、保護片が、プルリングの周方向において、連結部および
連結部の両側方に亘って形成されているものとして説明したが、保護片を形成する範囲に
ついてはこれに限定されず、例えば、保護片をプルリング全周に亘って形成してもよい。
　また、上述した実施形態では、１つの保護片がプルリングの上端縁に形成されているも
のとして説明したが、複数の保護片をプルリングの上端縁に形成してもよい。
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【符号の説明】
【００２３】
　１０　　・・・　容器用口栓
　２０　　・・・　ヒンジ結合部
　３０　　・・・　口栓本体
　３１　　・・・　壁部
　３２　　・・・　切取領域
　３２ａ　・・・　破断可能ライン
　３３　　・・・　外周部
　３４　　・・・　スカート壁
　３４ａ　・・・　本体側係止部
　３４ｂ　・・・　容器用係合部
　３６　　・・・　注出筒部
　３７　　・・・　環状部
　４０　　・・・　上蓋
　４１　　・・・　天面壁
　４２　　・・・　側壁
　４３　　・・・　封止壁部
　４４　　・・・　上蓋側係止部
　５０　　・・・　プルリング
　５１　　・・・　連結部
　５２　　・・・　保護片
　５２ａ　・・・　湾曲内周面
　６０　　・・・　支柱

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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